
ドイツ家内労働者保護間題と自由労働組合の「同権原則」（171）

ド
イ
ツ
家
内
労
働
老
保
護
問
題
と
自
由

　
労
働
組
合
の
「
同
権
原
則
」

間
題
設
定

條
　
和

生

　
ド
イ
ツ
で
も
一
九
世
紀
後
半
か
ら
他
の
ヨ
ー
回
ツ
パ
諸
国
の
例
に
も
れ

る
こ
と
な
く
、
家
内
工
業
に
お
け
る
労
働
条
件
の
改
善
を
目
ざ
す
動
き
が

出
て
き
た
。
労
働
者
の
自
宅
も
し
く
は
作
業
場
で
、
手
仕
事
に
も
と
づ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
〕

て
行
な
わ
れ
た
旧
来
の
生
産
様
式
た
る
家
内
工
業
の
残
存
は
、
労
働
者
の

犠
牲
の
上
に
立
っ
た
生
産
の
廉
価
性
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

れ
だ
け
に
家
内
工
業
の
存
在
は
、
工
場
労
働
者
の
賃
金
低
下
の
原
因
と
し

て
、
社
会
問
題
の
発
生
源
と
し
て
、
あ
る
い
は
工
場
制
機
械
生
産
に
も
と

づ
く
ド
イ
ツ
国
民
経
済
発
展
の
妨
げ
と
し
て
、
社
会
の
幅
広
い
層
か
ら
弊

　
　
　
（
2
〕

害
視
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
、
ド
イ
ツ
第
二
帝
政
期
に
家
内
労
働
者
保
護
の

推
進
を
目
ざ
し
た
運
動
が
、
社
会
民
主
主
義
労
働
者
組
織
た
る
自
由
労
働

組
合
軍
色
o
o
①
毒
『
π
g
簑
彗
と
、
い
わ
ゆ
る
社
会
改
良
主
義
者
ω
o
－

■
邑
篶
δ
『
旨
鶉
と
の
協
カ
の
も
と
に
進
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
は
、

わ
が
国
で
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
竈
ベ
ル
リ
ン
で
一
九
〇
四
年
に

開
か
れ
た
第
一
回
全
家
内
労
働
者
保
護
会
議
o
雪
o
晶
8
≧
厨
o
冒
臥
鶉

匡
o
ぎ
彗
σ
o
豪
易
o
ぎ
軍
穴
昌
o
口
冨
困
を
契
機
に
生
ま
れ
た
両
者
の
協
カ
関

係
は
、
一
九
〇
六
年
の
家
内
労
働
展
示
会
匡
o
ぎ
彗
σ
筆
－
＞
畠
黒
o
麦
目
o
目

一
九
二
年
の
ド
イ
ツ
家
内
労
瑠
会
議
∪
。
自
け
叩
。
げ
。
、
麦
昌
凹
、
g
、
庁
等

一
晶
の
際
に
も
そ
れ
ぞ
れ
縞
ぱ
れ
た
。
特
に
家
内
労
働
展
示
会
か
ら
は
キ

リ
ス
ト
教
労
働
組
合
9
ま
2
o
臣
O
o
毒
津
蜆
9
葭
黒
彗
ヒ
ル
シ
＾
H
ド

ゥ
ン
カ
ー
労
働
組
合
雪
島
争
白
冒
o
ぎ
晶
o
冨
鶉
考
Φ
津
き
至
篶
も
協

カ
関
係
の
一
翼
に
加
わ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
こ
に
家
内
工
業
問
魑
を
め
ぐ

り
当
時
の
ド
イ
ツ
三
犬
労
組
が
手
を
緒
ぴ
あ
う
と
い
う
事
態
も
、
生
ま
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
募
実
は
、
当
時
の
自
由
労
働
組
合
の
改
良

主
義
的
傾
向
を
示
す
も
の
と
し
て
後
に
注
目
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
、

一
八
九
六
年
の
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
ω
o
・
邑
宗
昌
艮
量
臣
o
臣
市
脾
黒
9

0
昌
房
o
巨
彗
穿
ゴ
ー
タ
大
会
に
お
け
る
同
組
合
総
務
委
員
会
豆
o
O
o
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
〕

篶
、
巴
ぎ
目
邑
邑
昌
議
長
レ
ギ
ー
ン
O
邑
5
o
q
一
昌
の
発
言
が
、
単
な

る
可
能
性
を
示
唆
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
た
。
で

は
家
内
工
業
問
題
を
め
ぐ
る
社
会
民
主
主
義
陣
営
と
社
会
改
良
主
義
陣
営

と
の
協
カ
関
係
は
、
い
か
な
る
形
で
成
立
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

を
私
は
、
「
同
権
原
則
」
喀
ユ
肇
勇
旨
g
句
ユ
冒
首
に
も
と
づ
い
た
協
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
〕

関
係
、
と
い
う
表
現
で
説
明
し
て
み
た
い
。
「
同
権
原
則
」
と
は
、
協
カ

体
制
に
お
い
て
可
能
な
限
り
関
係
者
の
勢
カ
の
均
衡
を
図
る
と
い
う
原
則

で
あ
る
。
そ
れ
は
協
カ
体
制
推
進
の
た
め
に
設
立
さ
れ
た
何
ら
か
の
委
員

会
の
メ
ン
パ
ー
を
決
定
す
る
際
に
、
典
型
的
に
生
か
さ
れ
て
い
た
。
こ
の

「
同
権
原
則
」
が
明
確
に
用
い
ら
れ
出
し
た
の
は
、
家
内
労
働
展
示
会
以

降
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
一
九
〇
六
年
に
な
っ
て

突
然
に
生
ま
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
既
に
家
内
労
働
者
保
謹
会
議
に
お
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一橋論叢第93巻第2号（1ア2）

い
て
、
そ
の
先
駆
形
態
が
見
い
出
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
私
は
本
稿
で
、

家
内
工
業
問
題
を
め
ぐ
る
協
力
関
係
の
推
移
を
追
い
な
が
ら
、
「
同
権
原

則
」
完
成
の
過
程
　
　
す
な
わ
ち
そ
れ
が
家
内
労
働
者
保
護
会
議
を
経
て
、

家
内
労
働
展
示
会
に
お
い
て
完
成
さ
れ
る
過
程
　
　
を
た
ど
っ
て
み
る
こ

と
に
す
る
。

（
1
）
　
当
時
の
家
内
工
業
は
、
織
物
業
を
中
心
に
主
に
農
村
に
お
い
て

　
展
開
さ
れ
た
衰
退
せ
る
旧
家
内
工
業
2
血
竺
8
，
o
＝
署
餉
旨
旨
叩
苛
、
。

　
と
、
婦
人
副
業
労
働
カ
に
支
え
ら
れ
既
製
服
製
造
業
を
中
心
に
犬
都

　
市
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
発
展
せ
る
近
代
家
内
工
業
2
o
冒
o
昏
冒
o

　
匡
害
色
邑
毒
童
o
の
二
趣
に
大
別
で
き
た
。
く
晒
－
婁
o
冒
胃
㎝
o
昌
．

　
σ
胃
戸
＞
『
け
ー
一
葭
昌
巴
自
音
弩
『
一
価
二
三
ま
§
軋
邑
ミ
ミ
ぎ
§
軋
ミ
9
§
鳶
、

募
§
隻
鳶
§
豪
。
司
1
さ
目
ト
9
§
ら
苧
噂
・
一
N
二
音
。
妻

　
冒
売
雪
ユ
〕
o
岸
o
蒜
＞
畠
．
一
田
p
♪
言
量
一
8
p
ω
や
一
宝
H
・

（
2
）
　
拙
稿
「
自
由
労
働
組
合
と
家
内
工
業
問
題
」
、
『
一
橋
研
究
』
、

　
第
八
巻
第
四
号
、
一
九
八
四
年
、
参
照
。

（
3
）
　
家
内
労
働
展
示
会
は
一
九
二
五
年
に
も
開
か
れ
、
協
カ
関
係
の

　
足
跡
は
ヴ
ァ
イ
マ
ル
体
制
期
に
ま
で
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
4
）
　
こ
の
発
言
は
、
労
働
組
合
の
最
重
要
活
動
対
象
た
る
社
会
政
策

　
の
推
進
の
際
に
、
自
由
労
働
組
合
が
非
社
会
民
主
主
義
勢
力
と
協
カ

　
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
た
も
の
で
あ
る
。
、
§
δ
ぎ
ミ

　
忠
吐
ミ
き
雨
、
雨
ミ
富
ミ
ミ
ミ
ミ
鷺
曽
軋
魯
、
s
ミ
ぎ
§
帖
8
、
ミ
い
ミ
｝
ミ
き
§
o
．

　
諒
§
ミ
寒
ぎ
ミ
　
、
亀
ミ
ミ
　
o
“
ミ
｝
o
ミ
筥
s
き
．
工
翁
茎
ミ
言
ミ
　
吋
ミ
　
o
o
き
富

　
§
§
ミ
ー
ミ
｝
§
一
〇
ミ
き
ミ
ー
O
O
り
9
｝
昌
＝
目
一
〇
〇
Φ
ひ
一
ω
．
H
等
・

（
5
）
　
私
が
「
同
椛
原
則
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
の
は
、
当
時
自
歯

　
労
働
組
合
と
社
会
改
良
主
義
者
の
協
カ
関
係
が
、
当
事
者
自
身
か
ら

　
「
同
権
的
」
O
胃
津
腎
尿
0
7
と
い
う
曽
葉
で
説
明
さ
れ
て
い
た
か
ら
で

　
あ
る
。
＜
㈹
－
一
〇
1
困
ミ
ざ
ミ
軋
鶉
b
ミ
§
ミ
軸
さ
、
⑰
§
ざ
膏
o
§
宗
§
§

　
へ
、
ミ
“
ミ
葛
§
一
団
胃
言
s
o
㎞
一
ω
。
ω
．
な
お
こ
の
「
同
権
原
則
」

　
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
、
工
業
裁
判
所
・
職
業
紹
介
所
の
構
成
を

　
「
同
構
モ
デ
ル
」
勺
賞
岸
讐
g
昌
o
宗
旨
と
い
う
言
葉
で
説
明
し
た
ザ
ル

　
デ
ル
ン
＞
忌
；
o
昌
く
昌
穿
匡
o
冒
の
次
の
研
究
が
あ
る
。
≧
く
・

　
m
一
巴
急
冒
一
≦
－
旨
色
蔓
す
庁
o
ず
o
O
鶉
o
目
8
け
凹
淳
自
目
ρ
＞
ま
o
－
8
易
9
巴
1

　
－
…
－
ミ
ミ
s
ミ
ざ
ミ
ミ
耐
§
｝
餉
｝
§
肋
き
亀
ミ
§
雨
　
宍
o
ミ
蕩
“
o
｝
辻
§
“
　
～
ミ

　
o
s
o
ミ
o
ミ
雨
軋
ミ
き
ミ
吻
§
軸
s
』
き
雨
辻
ミ
ざ
さ
祭
ミ
ミ
恥
二
・
』
岬
j
葭
・
ナ

　
ー
o
N
“
ω
．
阜
①
o
饒
一

二

「
同
権
原
則
」
の
先
駆
形
態

　
　
－
家
内
労
働
者
保
護
会
議
の
開
催
1

　
家
内
工
業
が
賃
金
の
低
下
作
用
な
ど
を
通
じ
組
織
工
場
労
働
者
へ
雌
塘

を
及
ぼ
す
が
故
に
、
そ
の
問
題
解
決
を
自
由
労
働
組
合
は
重
視
し
て
い
た
。

は
じ
め
同
組
合
は
そ
の
解
決
を
組
合
自
助
に
よ
り
図
ろ
う
と
し
て
い
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

家
内
労
働
者
組
織
率
の
低
さ
は
組
合
自
助
の
遺
を
狭
め
た
。
そ
の
結
果
同

組
合
は
、
家
内
工
業
問
題
の
解
決
に
は
「
国
家
救
済
以
外
に
遣
は
な
い
」

と
の
結
論
を
、
一
九
〇
二
年
シ
ュ
ト
ゥ
ツ
ト
ガ
ル
ト
大
会
で
出
し
た
の
で

　
（
ヨ
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
第
二
帝
政
期
に
一
貫
し
て
ア
ウ
ト
サ
イ
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〕

の
立
場
に
置
か
れ
続
け
た
同
組
合
に
、
国
家
を
家
内
労
働
者
の
救
済
へ
動

か
す
に
ど
れ
ほ
ど
の
カ
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
自
由
労
働
組
合
が
、
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ドイツ家内労働者保謹間題と自幽労働組合の「同権原則」（1ア3）

「
家
内
労
働
間
題
は
政
治
・
宗
派
の
別
な
く
取
り
組
ま
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

な
い
、
国
民
金
体
に
関
わ
る
間
題
で
あ
る
」
と
の
こ
と
ぱ
の
も
と
に
、
帝

国
内
務
省
、
帝
国
議
会
諸
政
党
、
キ
リ
ス
ト
教
、
ヒ
ル
シ
ュ
ー
－
ド
ゥ
ン
カ

ー
両
労
働
組
合
、
社
会
改
良
主
義
者
に
対
し
、
家
内
労
働
者
保
護
促
進
の

気
運
を
高
め
る
ぺ
く
自
ら
が
主
催
す
る
家
内
労
働
者
保
護
会
議
へ
の
参
加

を
求
め
た
の
も
、
止
む
を
得
ざ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
一
九
〇
四
年
三
月
七
～
九
日
ベ
ル
リ
ン
労
働
組
合
会
館
で

開
か
れ
た
こ
の
会
議
に
代
議
員
と
し
て
出
席
し
た
の
は
、
実
質
的
に
社
会

民
主
主
義
者
（
自
由
労
働
組
合
員
と
社
会
民
主
党
員
）
と
社
会
改
良
主
義

者
（
社
会
改
良
組
織
・
鰯
人
市
民
団
体
所
属
者
）
だ
け
で
あ
っ
た
。
皮
肉

な
こ
と
に
非
社
会
民
主
主
義
陣
営
内
で
会
議
参
加
へ
積
極
的
な
姿
勢
を
示

し
た
の
は
、
社
会
民
主
主
義
陣
営
か
ら
そ
の
存
在
意
義
の
低
さ
が
し
ぱ
し

　
　
　
　
　
　
（
o
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
〕

ぱ
指
摘
さ
れ
て
い
た
、
社
会
改
良
主
義
者
だ
け
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
B
〕

ろ
で
数
の
上
か
ら
言
え
ぱ
、
彼
ら
は
会
議
で
全
く
の
少
数
派
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
彼
ら
の
処
遇
は
実
際
の
数
よ
り
も
は
る
か
に
優
遇
さ
れ

て
い
た
。
と
い
う
の
は
会
議
に
お
い
て
彼
ら
に
対
し
、
次
の
様
な
三
つ
の

優
遇
措
置
が
取
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ウ
た
。
第
一
に
定
員
三
名
の
「
同

権
を
有
す
る
議
長
」
に
、
レ
ギ
ー
ン
、
ダ
イ
ヒ
マ
ン
O
、
冒
一
9
昌
昌
■

（
タ
バ
コ
労
働
者
組
合
U
昌
房
g
實
H
き
算
胃
σ
耐
岸
o
『
－
＜
串
σ
彗
ら
議
長
）

と
並
ん
で
、
フ
ラ
ン
ケ
■
冒
黒
卑
彗
o
訂
（
社
会
政
策
学
会
＜
實
9
二
胃

ω
o
由
邑
勺
o
；
斤
）
が
選
ぱ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
会
議
は
こ
の
三
名
の
う
ち

レ
ギ
ー
ン
の
開
会
の
辞
で
始
ま
り
、
フ
ラ
ン
ケ
の
閉
会
の
辞
で
終
了
さ
れ

た
。
第
二
に
二
つ
の
会
議
報
告
（
男
女
家
内
労
働
者
の
社
会
状
況
と
法
律

保
護
の
必
要
性
、
消
費
者
公
衆
の
健
康
に
対
し
家
内
工
業
が
及
借
す
危

険
）
の
う
ち
一
つ
（
後
者
）
が
、
社
会
改
良
主
義
著
側
よ
り
行
な
わ
れ
た

　
　
　
　
（
9
）

こ
と
で
あ
る
。
第
三
に
大
会
二
日
目
か
ら
特
に
レ
ギ
ー
ン
の
提
案
で
、
大

会
討
議
で
の
発
言
が
社
会
民
主
主
義
者
側
と
社
会
改
良
主
義
者
側
か
ら
交

互
に
な
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
三
つ
の
捲
置
に
よ
り
、
会
議
に
お

い
て
社
会
民
主
主
義
者
と
社
会
改
良
主
義
者
と
の
間
の
勢
カ
の
差
は
大
部

ち
ぢ
ま
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
注
意
し
て
お
か
ね
ぱ
な
ら
な
い
こ
と
は
、

そ
の
際
社
会
改
良
主
義
者
が
社
会
民
主
主
義
者
と
決
し
て
「
同
権
的
地

位
」
に
ま
で
は
高
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
政
府
が
実
施
す

ぺ
き
家
内
労
働
対
策
が
、
決
議
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

た
こ
の
会
議
へ
の
参
加
者
に
と
り
、
そ
の
決
議
内
容
に
い
か
に
自
ら
の
考

え
を
反
映
さ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
重
要
な
問
魍
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
こ
の
点
に
関
し
て
少
数
派
た
る
社
会
改
良
主
義
者
に
は
、
特
段
の

優
遇
措
置
は
取
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
会
議
に
お
い
て
決
議
作
成
の
任
を

負
う
て
い
た
の
が
、
定
員
一
二
名
の
決
議
作
成
委
員
会
宍
o
昌
邑
色
冒

舳
膏
＞
冨
胃
σ
色
g
冒
胴
箒
H
〆
o
目
窄
g
『
鶉
o
；
ま
昌
で
あ
ウ
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
は
「
代
表
さ
れ
て
い
る
金
党
派
の
意
見
が
会
議
で

　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

反
映
さ
れ
る
よ
う
に
」
、
つ
ま
り
組
織
別
に
そ
の
参
加
者
数
の
比
率
に
ほ

ぽ
応
じ
て
選
出
さ
れ
た
緒
果
、
次
に
示
す
様
に
同
委
員
会
の
メ
ン
パ
ー
に

社
会
改
良
主
義
者
側
か
ら
は
、
僅
か
二
名
し
か
選
ぱ
れ
て
い
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
自
由
労
働
組
合
各
単
産
代
議
員
－
八
名
（
二
一
五
名
）
、
労
働

組
合
カ
ル
テ
ル
代
議
員
－
一
名
（
ニ
ハ
名
）
、
社
会
民
主
党
婦
人
会
議
代

議
員
－
一
名
（
一
〇
名
）
、
社
会
改
良
組
織
代
議
員
－
一
名
（
一
〇
名
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
u
）

婦
人
市
民
団
体
代
議
員
－
一
名
（
一
〇
名
）
。

　
決
議
作
成
委
員
会
で
社
会
改
良
主
義
者
側
に
特
段
の
優
遇
措
置
が
と
ら
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れ
な
か
ウ
た
こ
と
は
、
決
議
内
容
に
対
す
る
彼
ら
の
影
響
カ
を
低
め
た
。

具
体
例
を
あ
げ
る
な
ら
ぱ
、
家
内
工
業
廃
止
間
題
に
関
し
こ
の
こ
と
が
指

摘
で
き
る
。
社
会
改
良
主
義
者
は
な
る
ほ
ど
家
内
工
業
の
存
在
を
弊
害
視

す
る
と
い
う
点
で
は
、
会
議
主
催
者
の
自
由
労
働
組
合
と
見
解
の
一
致
を

　
　
（
u
〕

み
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
ら
が
そ
の
際
家
内
工
業
を
禁
止
し
て
し

ま
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
常
に
特
定
階
層
に
認
め
よ
う
と
し
て
い
た
こ

」
閑
、
家
内
工
業
の
廃
止
を
究
極
的
に
目
ざ
し
て
い
た
自
由
労
働
紅
舘
と
、

決
定
的
に
対
立
す
る
点
で
あ
っ
た
。
あ
る
意
味
で
は
家
内
工
業
問
題
に
お

け
る
最
重
要
問
題
と
も
い
え
た
家
内
工
業
廃
止
問
題
に
関
し
、
決
議
に
お

い
て
社
会
改
良
主
義
者
の
上
述
の
見
解
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ

れ
ど
こ
ろ
か
伝
染
病
の
発
生
を
条
件
と
し
つ
つ
も
、
家
内
工
業
の
禁
止
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
咀
）

決
議
に
は
明
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
決
議
内
容
を
め

ぐ
る
事
惜
は
、
後
に
社
会
改
良
主
義
者
の
参
加
意
義
の
低
さ
が
指
摘
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
冊
）

る
際
の
諭
拠
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
家
内
労
働
者
傑
謹
会
議
は
、
賃
金
対
策
を
筆
頭
に
据
え
た
全
ニ
ニ
項
目

か
ら
成
る
決
議
を
採
択
し
て
閉
会
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
会
議

に
対
す
る
周
囲
の
反
応
は
冷
や
か
で
あ
っ
た
。
会
議
は
「
社
会
民
主
主
義

者
の
手
に
な
る
あ
ら
ゆ
る
催
し
物
が
、
上
か
ら
下
ま
で
徹
底
的
に
あ
ぴ
せ

　
　
　
（
H
〕

ら
れ
る
軽
蔑
」
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
当
初
自
由
労
働
組
合
が
会
議
の
開

催
に
よ
り
実
現
を
目
ざ
し
た
、
広
範
な
家
内
労
働
者
保
護
促
進
の
気
運
は

－
後
の
家
内
労
働
展
示
会
の
場
合
と
は
全
く
対
照
的
に
1
ど
こ
に
お

い
て
も
高
ま
ら
な
か
っ
た
。
結
局
の
と
こ
ろ
会
議
が
全
く
社
会
民
主
主
義

系
の
開
催
物
に
終
始
し
て
し
ま
っ
た
と
周
囲
に
判
断
さ
れ
た
こ
と
が
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）

の
犬
き
な
原
因
で
あ
ウ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
自
由
労
働
組
合
が
他
陣
営
の

力
を
借
り
て
体
制
側
へ
影
響
カ
の
行
使
を
望
ん
だ
の
な
ら
ぱ
、
そ
の
際
に

社
会
民
主
主
嚢
色
を
薄
め
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
家
内

工
業
問
題
を
め
ぐ
る
自
由
労
働
組
合
と
社
会
改
良
主
義
者
の
協
カ
関
係
が
、

一
部
に
優
遇
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
非
対
等
的
な
協
カ
関
係
か

ら
一
歩
進
ん
で
、
「
同
権
原
則
」
に
も
と
づ
い
た
対
等
な
協
カ
関
係
へ
移

行
す
る
道
が
開
か
れ
ね
ぱ
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
新
た
な
協
カ
関

係
は
、
一
九
〇
六
年
の
家
内
労
働
展
示
会
の
際
に
実
現
し
た
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
自
由
労
働
組
合
は
一
九
一
〇
牛
第
七
回
ペ
ル
リ
ン
大
会
（
帝
国

　
保
険
法
に
関
す
る
特
別
大
会
）
を
除
い
て
・
一
八
九
六
年
第
二
回
ベ

　
ル
リ
ン
大
会
か
ら
一
九
一
四
年
第
九
回
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
犬
会
ま
で
常
に

　
犬
会
で
家
内
工
業
問
題
を
と
り
あ
げ
て
い
た
。

（
2
）
　
一
八
九
六
年
に
仕
立
工
組
含
＜
o
昌
竃
o
ま
『
ω
9
畠
籏
實
暮
o

　
ω
o
す
冨
ご
宰
ヲ
目
竃
目
目
ρ
く
鶉
ミ
凹
目
鼻
g
■
①
；
尿
o
目
Φ
目
o
蜆
器
自
　
o
①
巨
－

　
蜆
o
巨
彗
象
は
ベ
ル
リ
ン
で
ス
ト
ラ
イ
キ
を
含
め
精
カ
的
に
既
製
服

　
製
造
業
の
家
内
労
働
条
件
改
善
闘
争
を
行
な
り
た
が
、
そ
れ
は
失
敗

　
に
お
わ
っ
た
。
前
掲
拙
稿
、
二
一
二
－
ニ
ニ
六
員
、
参
照
。

（
3
）
‡
§
ぎ
ミ
き
・
「
ミ
ぎ
s
ミ
§
軸
§
き
吻
ミ
ミ
§
宍
§
恥
・
婁
萬

　
軋
ミ
Ω
雨
§
ミ
ぎ
§
意
§
b
§
雪
o
ミ
昌
s
き
ー
」
翁
茎
ミ
“
§
§
9
ミ
、
暗
ミ
、

　
｝
§
o
雨
§
ミ
ぎ
き
意
帖
ぎ
§
§
§
、
o
．
ミ
餉
．
ミ
‘
㌧
ミ
ミ
、
8
い
団
0
H
－

　
旨
目
－
田
o
目
p
乞
竃
旨
旨
g
ぎ
H
o
s
（
＞
σ
汗
一
、
§
ざ
ぎ
き
ト
『
二
宍
o
曽
軸
ミ
b
）
一

　
ω
－
H
o
o
㎝
．

（
4
）
　
ハ
ン
ス
ー
ー
ウ
ル
リ
ヒ
H
ヴ
ェ
ー
ラ
ー
『
ド
イ
ツ
帝
国
一
八
七
一

　
－
一
九
一
八
年
』
（
大
野
英
二
・
肥
前
榮
一
訳
）
朱
来
社
、
　
一
九
八
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三
年
、
　
ニ
ニ
五
頁
。

（
5
）
、
、
§
ぎ
ミ
き
ミ
き
耐
ミ
き
§
軋
、
§
昧
§
き
肪
ミ
包
§
き
曾
－

　
§
ぎ
§
黒
ぎ
ミ
ざ
鳶
葛
§
ミ
雫
宍
o
秦
・
婁
凄
　
』
翁
軸
ぎ
ぎ
き
§

　
掌
ミ
ぎ
竃
§
N
；
。
。
．
§
軋
b
ー
ミ
、
ミ
、
§
ト
市
O
『
旨
冒
睾
（
＞
津
－
一

　
、
§
§
ぎ
ミ
ま
ぎ
ミ
｝
ミ
ミ
餉
o
ぎ
亭
宍
§
雫
も
）
一
ω
．
ω
1

（
6
）
　
く
笹
・
勾
o
眈
凹
■
自
■
o
昌
σ
o
『
o
目
一
ω
冒
『
o
q
胃
－
o
す
o
＞
『
す
o
－
8
冨
o
－
；
訂
－

　
斤
昌
o
q
篶
詔
o
自
目
o
昌
①
ω
實
ポ
一
忌
昌
o
片
量
巨
〇
二
三
b
㌻
ミ
ミ
雨
N
§
、

　
－
o
o
．
』
o
q
J
N
l
田
o
J
6
o
p
o
o
．
ひ
岨
o
o
．

（
7
）
　
帝
国
内
務
省
、
キ
リ
ス
ト
教
労
働
組
合
は
招
待
を
完
全
に
拒
否

　
し
た
。
議
会
関
係
者
で
は
一
四
名
の
社
会
民
主
党
帝
国
議
会
議
員
の

　
他
に
は
、
自
由
恩
想
家
連
合
司
篶
邑
目
昌
o
q
o
く
0
H
0
巨
o
q
冒
o
口
か
ら
二

　
名
の
帝
国
議
会
議
員
が
来
賓
と
し
て
出
席
し
た
だ
け
で
あ
る
。

（
8
）
　
家
内
労
働
者
保
護
会
議
に
代
議
員
（
総
数
一
八
八
名
）
を
派
遣

　
し
た
組
織
は
次
の
通
り
。
自
由
労
働
組
合
各
単
産
－
＝
一
五
名
、
労

　
働
組
合
カ
ル
テ
ル
o
o
毛
睾
雰
g
良
房
ぎ
暮
o
＝
（
自
由
労
働
趨
合
の
地

　
域
別
横
断
組
織
）
1
一
六
名
、
社
会
民
主
党
婦
人
会
議
－
一
六
名
、

　
社
会
民
主
主
義
労
働
者
の
自
主
的
救
済
金
庫
（
地
域
疾
病
金
庫
同
盟

　
く
o
昏
凹
目
旦
q
雪
O
鼻
冬
量
目
斥
昌
片
豊
蜆
雪
な
ど
四
団
体
）
－
九
名
、

　
社
会
政
策
挙
会
－
二
名
（
フ
ラ
ン
ケ
、
A
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
＞
亭
＆

　
峯
導
o
『
）
、
社
会
改
良
協
会
冒
o
o
o
8
旨
餉
o
5
津
『
旨
ω
o
・
邑
o
宛
艮
o
『
昌

　
－
二
名
（
ゾ
ン
パ
ル
ト
奉
宰
＝
睾
ω
o
昌
す
彗
一
ペ
ル
ン
ハ
ル
ト
丙
邑
＝
1

凹
邑
b
o
ヨ
5
邑
）
、
．
そ
の
他
の
社
会
改
良
組
織
（
ド
イ
ツ
土
地
改
良

　
者
同
盟
に
；
o
忌
巨
閉
o
－
一
睾
団
g
彗
『
g
o
『
目
宵
な
ど
四
団
体
）
1

　
六
名
、
婦
人
市
民
団
体
（
ド
イ
ツ
婦
人
協
会
同
盟
b
＝
邑
急
筥
房
〇
一
室
『

　
向
『
碧
彗
き
ヨ
ぎ
な
ど
七
団
体
）
1
一
〇
名
、
そ
の
他
－
二
名
（
ス
イ

　
ス
労
働
組
合
同
盟
ω
g
毫
9
s
弄
9
串
Ω
o
ミ
彗
弄
閉
g
良
冨
げ
冒
o
ヒ

　
ル
シ
ュ
H
ド
ゥ
ン
カ
ー
労
働
組
合
）
。
、
§
ざ
ぎ
ミ
曇
札
§
ミ
冨
き
、
－

　
｝
O
“
ミ
詩
－
宍
O
ミ
恥
ミ
ト
O
〇
一
く
H
－
×
H
H
（
勺
『
岬
蜆
O
■
N
－
■
尿
訂
）
－

（
9
）
　
第
二
報
告
を
務
め
た
ゾ
ン
マ
ー
フ
ェ
ル
ト
H
ぎ
a
昌
ω
o
ヨ
ー

　
昌
昌
｛
o
δ
は
、
社
会
改
良
協
会
ベ
ル
リ
ン
支
部
に
所
属
し
て
い
た
。

（
1
0
）
　
O
ミ
ミ
篭
§
昏
ミ
ミ
§
き
、
○
§
ミ
菖
宗
§
§
蒙
札
§
軋
ミ
　
O
雨
・

　
§
喜
竃
￥
怠
§
b
雨
ミ
竃
ミ
§
－
き
一
；
－
o
司
’
z
『
．
二
一
6
宝
一
ω
」
o
o
9

（
1
1
）
　
数
字
は
順
に
委
員
数
、
代
議
員
数
を
示
す
。

（
1
2
）
＜
o
目
一
・
ミ
§
ぎ
ミ
串
恥
ぎ
ミ
｝
雨
｝
ミ
亀
ぎ
雫
宍
§
雫
も
一
ω
1
o
o
｝
－

（
1
3
）
　
会
議
で
ヴ
ィ
ル
ブ
ラ
ン
ト
射
o
σ
雪
叶
薫
亭
『
豊
津
（
ド
イ
ツ
土

　
地
改
艮
者
同
盟
）
、
ゾ
ン
バ
ル
ト
ら
は
、
建
築
業
者
な
ど
冬
期
失
業

　
者
、
病
弱
者
、
老
人
な
ど
に
家
内
工
業
を
認
め
る
方
針
で
あ
る
こ
と

　
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
。
＜
o
ロ
ー
．
き
§
軋
§
o
o
・
旨
o
自
目
o
ご
o
．

（
1
4
）
　
＜
晒
一
・
、
§
δ
ぎ
ミ
ー
、
．
宍
o
素
§
b
一
ω
．
－
轟
1

（
b
）
　
く
哩
・
、
§
ざ
ホ
o
ミ
ま
｝
§
畠
き
＆
、
ミ
8
“
ミ
軸
－
き
秦
§
ト
ω
－
H
臥
N
一

（
1
6
）
　
会
議
に
来
賓
と
し
て
出
席
し
て
い
た
社
会
民
主
党
帝
国
議
会
議

　
員
ブ
ラ
ウ
ン
＞
匝
o
罵
田
量
言
は
、
決
議
内
容
が
同
党
の
従
来
の
方

　
針
に
全
く
沿
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
理
歯
に
、
社
会
改
良
主
義

　
者
の
会
議
へ
の
参
加
を
否
定
的
に
捉
え
て
い
た
。
＞
。
卑
彗
p
冒
o

　
匡
9
昌
胃
σ
o
ま
冨
g
暮
洋
o
轟
『
忌
二
三
b
“
雨
≧
雨
§
N
ミ
一
§
』
撃

　
－
－
団
α
J
H
o
o
♪
ω
一
N
o
o
．

（
η
）
　
奉
…
一
色
昌
ω
O
享
α
旦
員
Ω
＆
凹
■
片
竃
豊
『
匡
乱
昌
胃
一
〕
9
冨
目
叩
－

　
県
O
；
轟
二
三
吻
§
ミ
芽
、
ぎ
ぎ
ミ
O
§
§
ミ
“
旨
1
』
明
一
－
．
｝
O
’
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－
o
o
9
ω
．
N
N
ω
一

（
1
8
）
　
当
時
の
ブ
ル
ジ
百
ワ
系
新
聞
『
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
フ
ェ
・
コ

　
レ
ス
ポ
ン
デ
ン
ツ
』
肉
O
ヨ
器
『
く
串
巨
く
O
宍
O
昌
鶉
勺
O
目
｛
9
冨
は
フ
ラ
ン

　
ケ
ら
の
家
内
労
働
者
保
謹
会
議
へ
の
参
加
を
、
「
い
わ
ゆ
る
ペ
ル
レ

　
プ
シ
ュ
派
と
言
わ
れ
る
社
会
改
良
主
義
老
が
、
杜
会
民
主
主
義
系
の

　
催
し
物
を
支
援
し
て
い
る
」
と
評
し
て
い
た
。
く
o
ロ
ー
ご
易
邑
葭
射
凹
頁

　
い
o
～
ミ
、
害
、
§
§
～
』
き
ミ
ミ
由
o
“
亀
．
b
音
帖
9
黒
茅
事
ミ
為
、

　
吻
§
ミ
雨
司
害
、
§
《
§
軋
き
軸
8
ざ
ミ
き
§
o
ぎ
ミ
｝
薯
ぎ
』
ξ
ミ
ミ
・

　
冨
§
寒
秦
竃
s
き
、
㌧
§
ミ
§
軋
ミ
§
§
き
～
肪
塞
§
』
§
ミ
§
㌻

　
き
軸
向
ε
、
§
ミ
ミ
ぎ
札
翁
鶉
一
ω
呂
－
目
岩
O
0
9
ω
・
一
畠
・

三

「
同
権
原
則
」
の
確
立

　
　
－
家
内
労
働
展
示
会
の
開
催
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
自
由
労
働
組
合
と
社
会
改
良
主
義
者
に
よ
る
家
内
労
働
展
示
会
の
共
同

開
催
が
実
現
に
い
た
る
ま
で
の
経
過
は
、
家
内
労
働
者
保
護
会
議
の
場
合

と
対
照
的
な
経
過
を
た
ど
っ
た
。
開
催
の
提
案
を
含
め
そ
の
間
の
主
導
権

は
、
社
会
改
良
主
義
者
－
今
回
彼
ら
は
社
会
政
策
事
務
局
黒
『
＄
己
言

　
　
　
　
（
2
）

ω
o
註
盲
〇
一
巨
・
の
指
導
下
に
あ
っ
た
1
の
側
に
握
ら
れ
て
い
た
。
家
内

労
働
者
保
護
会
議
の
際
に
も
小
規
模
な
が
ら
開
催
さ
れ
、
「
会
議
自
体
。
よ

　
　
　
　
（
ヨ
）

り
も
高
い
評
判
」
を
受
け
て
い
た
家
内
労
働
展
示
会
が
、
改
め
て
会
議
に

参
加
し
て
い
た
二
陣
営
に
よ
り
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
一
九

〇
四
年
一
〇
月
に
な
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ケ
の
開
催
提
案
が
同
年
二
一
月
に
自

由
労
働
組
合
か
ら
正
式
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
展

示
会
に
キ
リ
ス
ト
教
、
ヒ
ル
シ
ュ
ー
ー
ド
ゥ
ン
カ
ー
両
労
働
組
合
が
後
か
ら

参
加
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
も
、
社
会
改
良
主
義
者
側
の
要
望
が
自
由
労

働
組
合
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
た
め
で
あ
っ
た
。

　
展
示
会
開
催
の
準
備
作
業
が
開
始
さ
れ
出
し
た
の
は
、
一
九
〇
五
年
二

月
末
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
異
な
る
四
組
織
の
共
同
活
動
の
た
め
に
管

　
　
　
　
　
　
　
　
（
’
）

理
委
員
会
昏
冨
8
ま
昌
が
設
立
さ
れ
た
。
ま
た
そ
の
約
半
数
の
メ
ン

バ
ー
か
ら
さ
ら
に
専
門
委
員
会
血
轟
雪
彗
≧
勇
o
巨
邑
が
設
立
さ
れ
、
そ

れ
は
準
備
作
業
の
最
高
統
播
機
関
と
し
て
の
役
目
を
は
た
し
た
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
専
門
委
員
会
は
先
の
家
内
労
働
者
保
護
会
議
に
お
い
て
決
議

作
成
委
員
会
が
は
た
し
て
い
た
の
と
同
じ
く
ら
い
重
要
な
役
割
を
、
展
示

会
に
お
い
て
は
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
専
門
委
員
会
の

構
成
を
決
議
作
成
委
員
会
の
そ
れ
と
比
較
す
れ
ぱ
、
展
示
会
に
お
い
て
協

カ
関
係
が
い
か
な
る
形
で
結
ぱ
れ
て
い
た
か
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
定
員

ニ
ハ
名
の
同
委
員
会
は
、
次
の
様
な
メ
ン
バ
ー
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
た
。

自
由
労
働
組
合
員
－
八
名
、
社
会
改
良
主
義
者
－
六
名
、
キ
リ
ス
ト
教
、

ヒ
ル
シ
ュ
ー
ー
ド
ゥ
ン
カ
ー
両
労
働
組
含
員
－
各
一
名
。
一
見
し
て
明
ら
か

な
様
に
、
社
会
民
主
主
義
陣
営
・
自
由
労
働
組
合
と
非
社
会
民
主
主
義
陣

営
と
の
間
で
、
委
員
数
が
均
等
に
配
分
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
決
し
て
展

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
伍
〕

示
会
へ
の
参
加
規
模
に
応
じ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
は
思
想
流

派
間
で
勢
力
の
均
衡
を
図
る
と
い
う
「
同
権
原
則
」
が
具
現
さ
れ
て
い
る
。

キ
リ
ス
ト
教
、
ヒ
ル
シ
ュ
H
ド
ゥ
ン
カ
ー
両
労
働
組
合
と
社
会
改
良
主
義

者
が
一
括
し
て
と
り
扱
わ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
三
者
が
組
織
的
に
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
o
）

程
度
の
結
ぴ
つ
き
を
有
し
て
い
た
こ
と
、
両
労
働
組
合
の
参
加
が
途
中
か

ら
社
会
改
良
主
義
者
の
要
請
で
実
現
し
た
こ
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
受
け
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
両
労
働
組
合
も
専
門
委
員
会
に
お
い

288



（ユη）ドイツ家内労働者保鋼題と自由労働組合の・同権原則。

　
て
代
表
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
本
来
「
同
権
原
則
」
の
適
用
が
考
え
ら

　
れ
て
い
た
の
は
、
自
由
労
働
組
合
と
社
会
改
良
主
義
者
の
間
に
お
い
て
で

　
あ
つ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
専
門
委
員
会
で
議
長
・
書
記
・
会
計
が
二
名
ず

　
づ
選
ぱ
れ
、
そ
の
各
々
に
自
由
労
働
組
合
員
と
社
会
改
良
主
義
者
が
一
名

ず
っ
就
任
し
て
い
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
の
で
あ
、
が
、
4
門
賛
会
に
茸

　
る
「
同
権
原
則
」
の
適
用
は
、
同
委
員
会
が
展
示
会
開
催
の
母
体
と
な
っ

て
い
套
け
に
嚢
で
あ
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
こ
う
し
た
・
同
権

原
則
L
の
採
用
は
、
い
か
な
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
は

た
し
て
そ
れ
は
、
か
つ
て
家
内
労
働
者
保
護
会
議
を
失
敗
へ
と
も
た
ら
し

た
社
会
民
主
主
義
色
を
、
展
示
会
か
ら
薄
め
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で

あ
ろ
う
か
。

　
家
内
労
働
展
示
会
は
一
九
〇
六
年
一
月
一
七
日
：
二
月
二
五
日
、
ベ
ル

リ
ン
で
開
か
れ
た
。
会
場
は
家
内
労
働
者
保
護
会
議
の
時
の
よ
う
に
労
働

組
合
会
館
で
は
な
く
、
ペ
ル
リ
ン
の
一
等
地
ウ
ン
タ
ー
・
デ
ン
・
リ
ン
デ

ン
C
、
一
斤
。
、
o
。
、
一
〔
目
ρ
昌
に
あ
る
旧
芸
術
院
の
ホ
ー
ル
で
あ
っ
た
。
こ

の
会
場
は
専
門
委
員
会
か
ら
会
場
の
調
達
・
装
傭
一
警
備
を
委
託
さ
れ
た

社
会
改
良
義
者
側
一
社
会
政
謹
務
局
一
が
、
管
響
庁
に
申
し
入
れ

を
し
て
確
讐
れ
を
の
で
あ
つ
た
。
と
こ
ろ
で
、
会
場
が
こ
う
し
た
場

所
に
設
け
ら
れ
た
こ
と
は
、
祭
会
成
功
の
大
き
姦
を
握
一
て
い
有

そ
こ
は
主
催
者
が
ま
さ
に
そ
の
啓
蒙
を
昌
ざ
し
て
い
た
「
上
流
社
会
の
紳

士
．
淑
女
」
の
訪
門
を
招
く
に
、
最
適
の
場
所
だ
っ
た
の
で
払
銚
。
特
に

纂
一
㍗
三
簑
壌
酉
箒
雛

ら
の
展
示
会
訪
門
者
が
あ
い
つ
ぎ
、
ま
さ
に
展
示
会
訪
門
が
彼
ら
の
間
で

　
一
種
の
「
社
交
的
な
こ
と
」
ω
巴
昌
蟹
巨
O
官
ぎ
岸
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
、
削
。

　
ま
た
反
響
の
声
は
政
府
．
議
会
関
係
者
の
間
か
ら
も
あ
が
っ
た
。
展
示
会

開
催
中
、
帝
国
議
会
で
は
内
筋
犬
臣
ポ
ザ
ド
フ
ス
キ
ー
ξ
暮
膏
く
昌

勺
。
、
顯
。
。
妻
閉
三
彼
婁
た
展
示
会
を
訪
れ
た
一
が
、
プ
一
イ
セ
ン
枢
密

院
で
は
皇
帝
ヴ
イ
攻
ル
ム
ニ
世
が
、
そ
れ
ぞ
れ
家
内
工
業
法
制
化
一
前

向
き
の
姿
勢
を
示
し
た
。
ま
た
帝
国
議
会
護
誓
警
に
家
内
労
薯

保
鑑
委
議
会
に
篭
し
、
騎
化
の
実
現
一
向
け
て
活
動
函
始
し

て
い
た
。
や
が
て
こ
う
し
た
動
き
は
、
家
内
労
働
に
関
す
る
帝
国
営
業
条

例
ヨ
け
。
一
5
旨
ら
實
Ω
①
妻
睾
σ
8
a
昌
目
o
日
竃
ミ
g
o
す
o
弐
｝
豊
墨
ま
価
岸

整
案
の
議
会
一
の
讃
一
一
九
〇
七
年
一
、
ド
イ
ツ
初
の
家
内
労
働
法

籟
曹
目
閉
印
、
σ
。
蔚
。
叩
。
“
、
の
施
行
（
一
九
二
年
）
と
な
っ
て
結
実
し
た
。

　
家
内
労
働
展
示
会
は
、
そ
れ
が
目
ざ
し
た
ド
イ
ツ
社
会
に
お
け
る
家
内

労
働
法
制
化
促
進
の
気
運
を
高
め
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
そ
の
こ
と
に
は
・

祭
会
か
ら
社
会
民
圭
義
色
が
薄
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
大
い
に
嚢

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
会
場
が
公
共
施
設
に
設
け
ら
れ
た
こ
と
、
そ

こ
を
裏
后
を
繁
頭
と
し
て
上
流
社
会
の
人
々
が
訪
れ
た
こ
と
が
・
こ
の
こ

と
を
物
語
つ
て
い
た
。
ま
さ
に
そ
の
様
な
会
場
が
確
保
で
き
た
の
は
一
自

由
労
働
組
含
と
「
同
権
原
則
」
の
も
と
に
共
同
作
業
を
行
な
っ
た
社
会
改

良
主
義
者
の
力
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
－
一
家
内
労
働
展
示
会
と
は
、
各
種
の
家
内
素
製
品
を
・
そ
の
生

・
産
に
要
す
る
時
間
と
姦
わ
れ
る
賃
妻
記
さ
れ
た
力
－
ド
美
に

　
展
示
し
、
家
内
工
業
に
対
す
る
理
解
の
高
揚
を
視
覚
面
か
ら
実
現
す

　
る
こ
と
を
目
ざ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。



橋諭叢　第93巻　第2号　（178）

（
2
）
　
杜
会
政
策
事
務
局
は
一
九
〇
四
年
一
月
に
、
杜
会
政
策
四
機
関

　
（
社
会
政
策
学
会
、
社
会
改
良
協
会
、
共
同
福
祉
研
究
所
H
目
蜆
葦
自
一

　
ヨ
『
O
而
昌
o
ぎ
妻
o
巨
雑
誌
ゾ
チ
ア
ー
レ
・
プ
ラ
ク
シ
ス
o
o
。
、
－
印
－
o

　
胃
婁
包
の
共
同
事
務
局
兼
社
会
政
策
セ
ン
タ
ー
と
し
て
ペ
ル
リ
ン

　
に
設
立
さ
れ
た
。
局
長
は
フ
ラ
ン
ケ
が
務
め
た
。

（
3
）
≠
娑
ま
員
・
…
◎
・
・
ω
・
N
弄

（
4
）
　
管
理
委
員
会
は
、
自
由
労
働
組
合
員
－
一
八
名
、
杜
会
改
良
主

　
義
者
－
一
四
名
、
キ
リ
ス
ト
教
、
ヒ
ル
シ
■
ユ
、
ド
ウ
ン
カ
ー
両
労
働

　
組
合
員
－
各
五
名
、
合
計
四
二
名
か
ら
成
つ
て
い
た
。
ξ
旨
、
血
巨

　
宍
目
示
昌
竃
P
b
膏
畠
ミ
書
｛
ミ
雨
き
“
－
・
＞
9
・
一
〇
。
㎜
。
巨
。
巨
＝
。
す
血

　
向
巨
皇
o
区
冒
o
q
忌
『
｝
o
；
尿
o
晶
豊
一
竃
匡
冒
昌
｛
。
、
＞
、
げ
仙
津
目
血
ま
。
自
。
、

　
冒
邑
ξ
幕
冨
讐
雪
葭
＝
昌
■
畔
■
ρ
員
N
・
巾
3
言
目
曽
8
8
一
ω
・
全
阜
．

（
5
）
　
展
示
会
資
料
（
ρ
匡
9
仰
9
＞
■
内
。
勺
勺
。
r
b
雨
、
、
、
。
｝
唖
串
雨
ぎ
、
、
．

　
茎
1
』
萎
§
§
ニ
ミ
一
二
§
零
巨
§
ε
に
は
、
自
由
労

　
働
組
合
：
ハ
単
産
、
キ
リ
ス
ト
教
労
働
組
合
七
単
産
、
ヒ
ル
シ
ユ
、

　
ド
ゥ
ン
カ
ー
労
働
組
合
四
単
産
、
カ
ト
リ
ツ
ク
労
働
組
合
（
開
催
直

　
前
に
な
り
参
加
が
実
現
し
た
）
　
一
単
産
の
提
供
し
た
資
料
が
掲
載
さ

　
れ
て
い
る
。

（
6
）
　
こ
の
二
労
組
は
社
会
改
良
協
会
に
加
入
し
て
い
た
。

（
7
）
　
識
長
－
ザ
ヅ
セ
ン
バ
ヅ
ハ
』
o
葦
冒
鶉
ω
里
蜆
蜆
。
冒
σ
凹
。
す
（
総
務
委

　
員
会
委
員
）
、
フ
ラ
ン
ケ
、
会
計
ー
ケ
ー
、
、
、
ン
グ
司
、
凹
冒
、
丙
脾
冒
．
目
o
筥

　
　
（
仕
立
工
組
合
）
、
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
、
書
記
－
イ
ー
ラ
ー
両
目
昌
顯

　
　
旨
冨
H
（
造
花
、
羽
・
花
飾
り
製
造
業
労
働
者
組
合
＜
。
、
げ
凹
目
o
ρ
。
、

　
　
困
巨
昌
o
目
J
司
o
ρ
負
－
自
自
旦
b
気
叶
冨
量
『
σ
①
享
宰
）
、
リ
ュ
ー
ダ
ー
ス
巴
蜆
。

　
［
肇
o
轟
（
婦
人
福
祉
協
会
く
胃
9
自
？
豊
雪
…
o
巨
）
。
o
．
固
雨
、
｝
。
ミ

　
き
餉
㎏
ミ
§
§
ミ
、
い
ミ
ぎ
膏
ミ
｛
、
忌
s
§
へ
・
ミ
鵯
ミ
；
8
・
ω
。
、
＝
目

　
H
O
O
仰
ω
一
｝
一

（
8
）
；
ミ
ミ
一
ニ
ミ
嚢
ミ
ニ
§
喜
。
ミ
。
。
、
。
§
こ
、
．

　
軸
§
、
；
o
“
団
胃
冒
目
も
o
仰
u
o
・
N
・

（
9
）
奉
ω
葦
箒
■
・
・
§
O
・
ω
・
N
N
N
・

（
1
0
）
　
い
ミ
§
ぎ
、
§
ぎ
申
一
伽
・
旨
・
・
之
i
曇
6
0
9
著
．
お
卓
．

（
u
）
　
峯
．
u
o
o
巨
α
急
■
s
・
s
o
二
㎝
・
s
＞

（
1
2
）
　
ω
ミ
ミ
冊
、
§
き
讐
；
』
讐
Z
「
胃
し
8
9
ぜ
．
塞
o
“

（
1
3
）
　
二
月
二
八
日
に
は
社
会
民
主
党
が
家
内
労
働
法
案
を
提
出
し
、

　
三
月
一
六
日
に
は
中
央
党
、
国
民
自
由
党
、
保
守
党
、
帝
国
党
、
自

　
由
思
想
家
連
合
、
エ
ル
ザ
ス
ー
－
ロ
ー
ト
リ
ン
ゲ
ン
党
．
ポ
ー
ラ
ン
ド

　
党
の
各
議
員
有
志
二
五
名
が
家
内
労
働
法
制
化
動
議
を
提
出
し
て
い

　
た
。

　
　
　
四
　
結
ぴ

　
「
同
権
原
則
」
の
も
と
に
社
会
改
良
主
義
者
と
協
カ
関
係
を
緒
ぷ
こ
と

に
よ
り
、
自
由
労
働
組
合
は
家
内
労
働
展
示
会
の
開
催
に
成
功
し
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
同
組
合
に
と
り
体
制
内
化
の
危
険
を
同
時
に
は
ら

ん
で
い
た
。
と
い
う
の
も
、
フ
ラ
ン
ケ
が
同
組
合
に
展
示
会
共
同
開
催
を

提
案
し
た
の
は
、
展
示
会
そ
の
も
の
の
成
果
よ
り
も
同
組
合
と
の
つ
な
が

り
－
そ
れ
は
広
範
な
（
家
内
工
業
問
題
だ
け
に
限
定
さ
れ
な
い
）
同
組

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

合
体
制
内
化
の
端
緒
と
位
讐
け
ら
尭
い
た
－
を
得
る
こ
と
を
重
視

し
た
が
た
め
の
こ
と
だ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
自
由
労
働
組
合
も
こ
の
こ
と
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を
十
分
意
識
し
て
い
た
。
な
る
ほ
ど
自
由
労
働
組
合
は
展
示
会
に
際
し
て

　
の
社
会
改
良
圭
義
者
と
の
共
同
行
動
に
関
し
、
社
会
民
主
党
か
ら
な
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ヨ
）

た
批
難
に
対
し
て
反
諭
し
て
は
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
組
合
は
展
示

会
終
了
後
に
、
展
示
会
の
収
益
を
基
金
と
し
て
家
内
工
業
問
題
に
関
す
る

常
設
委
員
会
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
社
会
改
良
主
義
者
側
か
ら
の
提
案
を
・

「
政
治
見
解
の
対
立
ゆ
え
に
継
続
的
な
協
カ
関
係
は
不
可
能
で
あ
、
桃
」
こ

と
を
理
由
と
し
て
拒
否
し
て
い
た
の
で
あ
。
た
。
自
由
労
働
組
合
に
と
り

他
陣
営
と
の
協
力
関
係
は
、
広
範
な
国
民
階
層
の
カ
の
結
集
が
必
要
と
さ

ル
批
「
具
体
的
問
題
」
に
お
い
て
一
時
的
に
隈
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

。
た
。
実
際
に
護
繁
領
域
を
除
い
て
は
、
こ
の
様
姦
カ
関
係
の
例

は
み
ら
れ
な
か
。
た
。
家
内
工
業
問
題
に
は
協
力
関
係
成
立
の
条
件
が
含

ま
れ
て
い
た
。
家
内
工
業
間
趨
は
縞
局
の
と
こ
ろ
組
織
工
場
労
働
者
に
直

接
関
わ
る
問
魍
で
は
な
か
。
た
と
い
う
こ
と
、
し
か
も
そ
の
解
決
に
自
由

労
働
組
合
単
独
で
は
失
敗
し
て
い
た
こ
と
、
こ
れ
ら
の
こ
と
が
家
内
工
業

問
魍
を
め
ぐ
り
社
会
改
良
主
義
者
と
手
を
結
ぷ
こ
と
を
、
自
由
労
働
組
合

に
可
能
と
さ
せ
た
と
い
え
よ
う
。

　
「
同
権
原
則
」
は
家
内
労
働
展
示
会
と
同
じ
参
加
構
成
で
一
九
一
一
年

に
開
催
さ
れ
た
、
ド
イ
ツ
家
内
労
働
者
会
議
に
お
い
て
も
生
か
さ
れ
て
い

た
。
そ
の
際
こ
の
原
則
は
ド
イ
ツ
三
大
労
組
と
社
会
改
艮
主
義
者
と
の
間

に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
毒
、
扁
徹
管
れ
て
痘
6
内
労
農
示

会
の
成
功
後
「
同
権
原
則
」
は
、
自
由
労
働
組
合
と
非
社
会
民
主
主
義
者

と
の
闇
に
根
づ
い
た
の
で
あ
。
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
一
九
二
五
年
に
二
回

目
の
家
内
労
働
展
示
会
が
開
催
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
体
制

期
に
ま
で
保
た
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

（
1
）
宛
・
書
σ
冒
祭
忌
・
＞
膏
∋
籟
ぎ
麦
目
彗
茎
婁
。
ζ
N
．

　
宍
昌
o
司
、
。
も
二
自
、
吻
。
、
ぎ
守
、
§
き
■
ご
・
』
撃
2
－
N
ω
一
；
o
♪
ω
？

　
ひ
企
ω
．

（
2
）
・
・
黒
、
§
ミ
ニ
§
§
ミ
睾
一
s
盲
§
二
§
睾

　
b
雨
～
軸
§
｝
雨
、
　
、
o
o
ト
籟
o
『
＝
目
　
－
り
o
♪
ω
l
N
一

（
3
）
冒
8
葦
ε
勺
員
O
δ
。
目
Φ
ξ
算
邑
き
暮
二
婁
沫
冒
～

　
旦
。
、
宍
－
里
蜆
餉
。
目
片
芭
目
勺
掃
o
o
帥
目
斥
〇
二
三
い
§
ぎ
、
｝
き
竃
ぎ
ミ
ミ
ミ
§
慧
“

　
－
O
・
』
O
官
；
　
N
．
尻
O
二
　
－
O
0
9
　
ω
‘
ひ
｛
N
饒
一

（
4
）
≠
昏
一
§
冒
目
；
．
§
O
二
ω
二
－
企
1

（
5
）
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暴
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蓬
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き
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軍
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』
岬
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2
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一
6
o
ナ
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（
6
）
　
協
力
関
係
が
成
立
し
た
例
と
し
て
は
、
社
会
民
主
主
義
者
と
社

　
会
改
良
主
義
者
が
参
加
し
て
一
八
九
七
年
に
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
で
開
か

　
れ
た
、
国
際
労
働
者
保
護
会
議
U
睾
旨
8
昌
き
o
星
一
〇
宍
昌
o
q
『
患

　
旨
『
＞
ユ
〕
9
冨
易
g
暮
田
が
あ
げ
ら
れ
る
。

（
7
）
　
準
備
作
業
を
含
め
会
議
の
運
営
業
務
を
担
当
し
た
活
動
委
員
会

　
ト
片
巨
昌
蜆
些
一
．
、
閉
。
｝
自
b
の
メ
ン
バ
ー
計
八
名
は
、
社
会
改
良
主
義
者
、

　
自
由
労
働
組
合
、
キ
リ
ス
ト
教
労
働
組
合
、
ヒ
ル
シ
ュ
＾
ド
ゥ
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か
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ぞ
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二
名
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選
ぱ
れ
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い
た
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課
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